
戸田市市民活動サポート補助金交付要綱 

平成２２年３月１９日市長決裁 

 （目的） 

第１条 この要綱は、市民活動団体が地域における課題の解決を図ろうとする社会貢

献事業に対し、戸田市市民活動サポート補助金（以下「補助金」という。）を交付

することにより、公益的な市民活動団体の自立支援及び市民活動の活発化を図るこ

とを目的とする。 

２ 補助金の交付手続等に関しては、戸田市補助金等交付規則（平成２１年規則第６

号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。 

 （補助対象事業） 

第２条 補助の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、過去に補助金

の交付を受け、かつ、その交付年数が通算で２年以下の事業であって、次に掲げる

ものとする。ただし、市から他の補助を受けるものを除く。 

 (1) 市における社会問題や地域課題の解決、軽減等に寄与する事業であり、 

継続的に取り組む必要がある事業 

 (2) 特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２条第１項に規定す 

る活動で多数の市民の利益増進に寄与する事業 

 （補助対象経費） 

第３条 市長は、補助対象事業を遂行するために必要な経費（以下「補助対象経費」

という。）を交付するものとする。ただし、次に掲げる経費は、補助対象経費とし

ないものとする。 

 (1) 団体を運営するために必要な経費 

 (2) 団体の構成員の食糧費 

 (3) その他市長が不適当と認めた経費 

 （補助対象団体） 

第４条 補助金の交付を受けることができる団体は、第２条の補助対象事業を実施す

る市民活動団体で、次の各号のいずれにも該当するものとする。 

 (1) 市内で公益的事業を実施し、又は実施予定で、既に設立されている団体 

 (2) 会則、事業計画書、予算書、事業報告書及び決算書が明確な団体並びに 

これに類する企画書及び収支計画を有する団体 

 (3) 政治活動及び宗教活動並びに営利を目的としない団体 

 (4) 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止に関する法律（平成 3年法律 

第 77号）第 2条第 2号に規定する暴力団をいう。）でない団体及び当該暴 

力団の構成員（構成員であった者を含む。）の統制下にない団体 

 (5) その他公益を損なわないと市長が認めた団体 

 （添付書類） 

第５条 規則第８条第１項第６号に規定する市長が必要と認める書類は、次に掲げる

ものとする。 

 (1) 戸田市市民活動サポート補助金応募用紙（第 1号様式） 

 (2) 申請年度の団体の事業計画書及び収支予算書 

 (3) 申請前年度の団体の事業報告書及び収支報告書 

 (4) 会則等の規約又はこれに類する書類 

 (5) 構成員名簿 



 （補助額等） 

第６条 補助金の額は、予算の範囲内で市長が定め、限度額及び補助率については別

表のとおりとする。 

２ 補助対象事業に係る補助金の交付は、通算して３年を限度とする。 

 （実績報告） 

第７条 補助金の交付を受けた団体は、指定された期日又は事業完了後３０日以内の

いずれか早いうちに、規則に定める補助事業等実績報告書のほか、戸田市市民活動

サポート補助金事業報告書（第２号様式）に市長が必要と認める書類を添えて提出

しなければならない。 

 （審査委員会） 

第８条 市長は、補助対象事業の公正かつ適正な選定のため、戸田市市民活動サポー

ト補助金審査委員会（以下「委員会」という。）を設置し、その意見を基に交付の

決定を行うものとする。 

（委員会の所掌事項） 

第９条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。 

 (1) 補助対象事業について審査し、その結果を市長に報告する。 

（2） 補助対象事業の実績に関すること。 

 （委員会の組織） 

第１０条 委員会は、次に掲げる者で構成する。 

 (1) 市民生活部長 

 (2) 市民生活部次長（協働推進課担当） 

 (3) 企画財政部次長（共創企画課担当） 

 (4) 環境経済部次長（環境課担当） 

 (5) 健康福祉部次長（福祉総務課担当） 

 (6) こども健やか部次長（こども家庭支援室担当） 

 (7) 教育委員会事務局次長（生涯学習課担当） 

 （委員長及び副委員長） 

第１１条 委員会に委員長及び副委員長を置く。 

２ 委員長は市民生活部長をもって充て、副委員長は市民生活部次長をもって充てる。 

３ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

４ 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときはそ

の職務を代理する。 

 （会議） 

第１２条 委員会の会議（以下「会議」という。）は、委員長が招集し、その議長と

なる。 

２ 会議は、委員の３分の２の出席がなければ開くことができない。 

３ 委員が会議に出席できないときは、当該委員の指名する職員（同じ所属の課長以

上の職員とする。）が代理して出席できるものとする。 

４ 会議の議決内容は、補助対象事業の選定に関する事項として、市長へ報告する。 

５ 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見

を聴くことができる。 

 （庶務） 

第１３条 委員会の庶務は、市民生活部協働推進課において処理する。 

 （その他） 

第１４条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

   附 則 



 （施行期日） 

１ この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 

 （この要綱の失効） 

２ この要綱は、令和５年３月３１日限り、その効力を失う。 

   附 則 

 この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２８年５月２４日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 



別表（第６条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

補助年（通算） 限度額 補助率 

２年目 ８０万円 補助対象経費の７０％ 

３年目 ６０万円 補助対象経費の５０％ 



第１号様式（第５条関係） 

戸田市市民活動サポート補助金応募用紙 

 

（宛先）                          年  月  日 

戸田市長 

 

団体名                     

代表者氏名                   

代表者住所                   

代表者連絡先                  

 

 

事業名  

補助年数 ２年目        ３年目 

実施期間   年  月  日 ～     年  月  日 

事業総額                        円 

補助対象経費                        円 

補助金申請額                        円 

確定前交付の希望 希望する 希望しない 

申請中又は交

付予定の補助

制度 

名 称  

実施主体  

連絡担当者 

氏名  

住所  

電話  

Fax  

E-mail  



≪団体の概要≫     

団体名  

ホームページ http:// 

設立年月日        年   月   日  設立 

構成員数             人 

年会費             円／１年間 

団体の目的  

主な活動実績  

昨年度の補助

金等の援助状

況 

 

団体ＰＲなど  



≪事業計画書≫ 

 

１ 事業名 

 

 

２ 事業を実施する背景・きっかけ・動機 

 

 

３ 事業の目的 

 

 

４ 事業を実施することで予想される効果 

 

 



５ 具体的内容 

 

 

６ 事業実施のスケジュール 

月 日 内      容 

  

  

  

  

  

  

  

 

７ 事業の実施体制 

 

 



８ 事業実施の際に予想される課題 

 

 

９ 事業の成果目標（具体的数値を用いてください。） 

 

 

１０ 補助終了後に当該補助金に頼らずに事業を継続していく方法 

 

 



≪収支予算書≫ 

 

【収入】 

科 目 予 算 額 内 訳 

補助金・ 

助成金 

市民活動サポート    

その他   

自己資金   

会費   

利用者負担金   

協賛金・寄附   

その他   

   

   

   

合 計   

 

【支出】 

 科 目 予 算 額 内 訳 

補

助

対

象

経

費 

   

   

   

   

   

   

   

   

小 計 
 内

訳 

補助金申請額： 

自主財源： 

補

助

対

象

外

経

費 

   

   

   

   

   

   

   

   

小 計   

合 計   



第２号様式（第７条関係） 

戸田市市民活動サポート補助金事業報告書 

（宛先）                          年  月  日 

戸田市長 

団体名                     

代表者氏名                   

代表者住所                   

代表者連絡先                  

 

事 業 名  

補助年数 ２年目        ３年目 

実施期間   年  月  日 ～   年  月  日 

事業総額  

補助対象経費  

補助金決定通知額  

 

１ 事業の目的 

 

 

２ 事業の具体的内容 

 

 



３ 事業実施のスケジュール 

月 日 内      容 

  

  

  

  

  

  

  

 

４ 事業の実施体制 

 

 

５ 事業を実施したことで得られた成果 

 

 

６ 反省点と課題 

 

 

７ 補助終了後に当該補助金に頼らずに事業を継続していく方法 

 



≪収支報告書≫  

【収入】                               （円） 

科 目 
予 算 額 

① 

収 入 額 

② 

比 較 

（②－①） 
内 訳 

補助金・ 

助成金 

市民活動ｻﾎﾟｰﾄ     

その他     

自己資金     

会費（参加費等）     

利用者負担金（売上等）     

協賛金・寄附     

その他     

合 計     
 
【支出】                               （円） 

 科 目 
予 算 額 

① 

支 出 額 

② 

不用額 

（①－②） 
内 訳 

補

助

対

象

経

費 

     

     

     

     

     

     

小 計 

   ※支出額内訳 

補助金充当額： 

自主財源： 

      

     

小 計 
    

合 計 
    

 
  

 

補
助
対
象
外
経
費 

※ 
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